
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

参
照
条
文

目
次

○
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）･

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

１

○
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
（
抄
）･

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

２





- 1 -

○
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
等
）

第
三
十
条
の
五

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
領
事
官
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

日
以
後
速
や
か
に
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
に
そ
の
申
請
を
し
た
者
に
係
る
前
条
第
一
項
に
定
め
る
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る

資
格
（
次
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
「
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
意
見
を
付
し
て
、

当
該
申
請
を
し
た
者
の
最
終
住
所
の
所
在
地
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
当
該
申
請
を
し
た
者
が
、
い
ず
れ
の
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳

に
も
記
録
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
申
請
の
時
に
お
け
る
そ
の
者
の
本
籍
地
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
送
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

当
該
申
請
の
時
の
属
す
る
日

二

当
該
申
請
の
時
の
属
す
る
日
が
当
該
申
請
書
に
当
該
領
事
官
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
と
し
て
記
載
さ
れ
た
日

か
ら
三
箇
月
を
経
過
し
て
い
な
い
場
合

当
該
記
載
さ
れ
た
日
か
ら
三
箇
月
を
経
過
し
た
日

４
～
６

（
略
）

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
抹
消
）

第
三
十
条
の
十
一

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
当
該
市
町
村
の
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
を
直
ち
に
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

三
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

死
亡
し
た
こ
と
又
は
日
本
の
国
籍
を
失
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
。

二

前
条
第
一
項
の
表
示
を
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
国
内
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
定
め
た
年
月
日
と
し
て
戸
籍
の
附
票
に
記
載
さ
れ
た
日

後
四
箇
月
を
経
過
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

三

在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
の
際
に
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録

の
移
転
を
さ
れ
る
べ
き
で
な
か
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
等
に
関
す
る
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
条
の
十
六

第
三
十
条
の
四
か
ら
第
三
十
条
の
六
ま
で
及
び
第
三
十
条
の
八
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
在
外
選
挙
人
名

簿
の
登
録
及
び
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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○
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
（
抄
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

第
六
条

申
請
等
の
う
ち
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
法
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
そ
の
他
の
そ
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
主
務
省
令
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織

（
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
そ
の
手
続
等
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
次
章
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

２
～
６

（
略
）


